
別紙6  国民健康保険 高額療養費支給事務 業務フロー

スケジュール 被保険者
窓口／

支所・CC

健康保険課

高額担当
受託業者 システム 業務概要

1. 【窓口受付】

申請書を同意書と合わせて受け付ける。

【郵送受付1】

勧奨状に申請書/同意書を同封しており、

返送用封筒で直接本庁に返送してくる。

【郵送受付2】

勧奨状添付の申請書以外で

申請書を送付されることがある。

※医療機関記載欄が存在する

　申請書を自宅に持ち帰り送付等

3. 支所・CCで受け付けた申請書は

行政便で１～３日後に本庁に到着。

4. 高額担当の手元に届いた申請書は、

受託業者へ受付入力を依頼。

5-1. 市に届いた申請書（開封前）を開封し、

記号番号+診療年月毎に仕分けて、

受付印を押印。

5-1-1. 専用の受渡BOX(orトレー)にて依頼する。

なお、受付入力作業を行う際、

職員と受託業者の双方で件数確認を行い、

依頼件数に関して合意を得る。

5-2. 受付した申請書の情報を

高額療養費管理簿DXへ受付情報として入力。

6. 勧奨でない郵送申請分は被保険者の手元に

控えが残らない為、申請書コピーを送付。

7. 申請書、同意書の内容に不備が無いかを

確認し、負担区分や限度額証有無を記入。

※「不備判断表」に従い、不備有無判断。

随時 　判断表に該当例が無い場合は、

※支給決定月 　その旨を記載した付箋を添付し、返却。

7-1 不備があった場合は、

DXに不備内容を登録後、

「お手紙作成」機能にて、

不備連絡文書を作成する。

これを申請書に添付し、返却する。

※上記機能にひな形文書が保管されている

　為、作成は容易。

8. DXに入力された受付情報に誤りがないかを

確認（記号番号・診療年月を重点的に）

9. 資格チェックで不備が見つかった場合は、

作成済みの手紙を確認し、DXに発送日を入力、

受付者もしくは被保険者本人へ返送し、

不備解消してもらう。

※締日による支給決定月は

　不備解消日を採用する。

10. 資格チェックの結果、

多数回該当かどうかで限度額が変わる。

申請内容であった場合、本工程で

申請月から１年間遡って、多数回該当月

が３件以上あるかを確認。

※３件以上あれば、多数回該当

　２件以下であれば、少数回として処理

11. 多数回チェックまで進んだ申請書は、

全件受託業者へ支給決定入力を依頼する。

12. 申請書をもとに国保総合に対して、

支給決定入力処理を行う。

※レセプト未着等で入力ができないものは

　DXの対応履歴に理由を入力後、保留BOXへ

12-1 月末処理（先月）にて、簡素化希望世帯のうち

処理月算定により支給有の支給データが

「申請」状態となる。

12-2 月初に、月末処理で「申請」状態となった

支給データを一括して、「支給決定」状態

1.窓口申請 2.受付

3.行政便発送 4.申請書受領

5-2.受付入力 DX

申請書 申請書

申請書

申請書

1.郵送申請

申請書

申請書控え

申請書控え

郵送分

6.控え送付

YES

多数回チェック要否

10.多数回チェック

要

不要

申請書

不備有

郵送受付

9.申請書返送
DX

申請書

申請書・連絡文書

再送

申請書

7.資格チェック
申請書

YES

NO

※DX…高額療養費管理簿DX

※国保総合…国保総合システム

YES

NO

5-1.開封/仕分

申請書

※本庁受付

※支所・CC受付

勧奨郵送であるか？

YES

NO

5-1-1.依頼・件数確認

8.DX入力確認

不備有

NO

YES

7-1.手紙作成 DX
手紙

申請書

申請書

12.支給決定入力

申請書

国保総合

DX

12-2.一括支給決定

_簡素化分

12-1.月末処理
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とする。この際、紙申請分と区別するため、

月末第2営業日を支給決定日とする。

※引抜期間確保、日付操作のための市独自操作

13. 支給決定入力時にシステム上、

「ケアエラー」が表示されていた場合、

とりあえず入力処理は進めておくが、

本工程でエラー内容を確認し、

必要であれば、医療機関へのTEL確認を実施。

※限度額証を確認していないのに、

　限度額適用を行っている等の不適切な

　処理が見つかった場合、レセプト返戻の

　容疑者リストへ記載し、申請書は保留する。

　なお、この際、「支給決定入力解除」及び

　「DXの対応履歴入力」を行う。

※対応の必要有無は、「ケアエラー判断表」に

　従って行うこと。

15. 月初8営業日付近に「算定基準日変更」が

実施され、国保総合上に2ヶ月前の診療月の

レセプト情報が反映される。

これに合わせて、レセプト未着で処理が

算定基準日変更 できなかった分や保留にしていた申請書

翌日～2日程度 の支給決定入力を実施する。

※月初8営業日

付近 15-1 保留BOX内にて、保留扱いになっている

申請書のレセプト・状況を確認し、

支給決定を行う。

※保留が解消しなかった分は

　DXの対応履歴に理由を入力後、保留BOXへ

15-2 保留BOX外でレセプト未着で支給決定

できていなかった申請書を確認し、

支給決定を行う。

※未着等で支給決定できなかった場合は、

　DXの対応履歴に理由を入力後、保留BOXへ

17. 計算まで完了した申請書は、バインダー綴じ

を行う前に記号番号、診療年月で整番を実施

支給決定月

中旬頃まで

18. 整番が完了したら、申請書と領収書を

分別し、申請書（同意書、申立書含む）を

バインダーに綴じこむ。

※領収書は紐綴りにする。

※データチェック終了までは修正が発生する

　可能性がある為、納品扱いとしない

支給決定月

中旬頃 19. 作成したバインダーを元に「統計表（Excel)」

に支給決定情報（頭文字、金額のみ）を

入力する。

34. 本算定日に「支給簡素化チェックファイル」

が国総システムから配信される。

このファイルに、現時点の簡素化希望世帯

が全て含まれているため、DXに取込を

行い、簡素化世帯の最新化を行う。

35. 先々月支給決定のバインダ―内から

簡素化申請しているのに、簡素化登録

されていない申請書がないかを確認する。

※DX内の簡素化世帯一覧と支給決定情報を

　突合し、簡素化未登録の一覧を取得し、

　これを元にバインダーを確認していく。

36. 簡素化登録世帯の最新化が終わった後に、

先月支給時の振込不能者や作業時点で、

世帯主が死亡、変更されている簡素化登録世帯

を特定し、簡素化解除決定通知を送付する。

この際、各システム上でも簡素化解除を

行う必要あり。

DX

17.申請書整番

18.バインダー作成

19.統計表入力

統計表

申請書

申請書

申請書

バインダー

申請書

ケアエラー有り

13.ケアエラー対応

YES

NO

国保総合

DX

ケアエラー有り

13.ケアエラー対応

YES

NO

15-1.支給決定入力

※保留BOX内

15-2.支給決定入力

※保留BOX外の

レセ到着分

申請書申請書

34.簡素化登録世帯

最新化
国保総合

支給簡素化チェック

結果ファイル

支給簡素化チェック

結果ファイル

35.簡素化未登録

有無確認
DX

簡素化未登録

申請一覧

36.簡素化解除

DX

国保総合

簡素化解除決

定通知
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20. 国保総合より支給決定入力データを抽出し、

支給決定月 統計表との突合を行う。

下旬 本工程により、入力漏れ・誤りを発見及び

是正を実施する。

※同時に読み合わせ用の口座リストを作成

20-1 データチェック、口座読み合わせで

入力不備があった場合、国保総合システム

の入力内容を修正する。

21. バインダーと口座リストの内容が一致するか

を２名体制で読み合わせる。

誤りや疑わしいものがあれば、チェック・付箋

を付けておく。

22. 支給最終決定までに

以下の処理を実施し、支給情報を固める。

①口座読み合わせによる疑義解消

②レセプト過誤返戻分引抜

③貸付分引抜

④一部負担減免金引抜

➄登録外国人引抜

⑥限度額証無期間／現物給付分引抜

⑦公費／地単公費分引抜

⑧高額支給分TEL確認

37. 支給決定入力データのうち、

月末第2営業日が決定日のデータを

簡素化分として、以下のチェックを行い、

支給決定解除や簡素化解除等を行う。

①重複支給チェック

②診療月_世帯主一致チェック

③診療月_資格有無チェック

④直近口座一致チェック

➄振込口座名義チェック

⑥相続人_後見人該当チェック

※特に「重複支給チェック」については、

　算定が連続して行われた月等は必ず

　重複支給データが発生する。

　そのため、確実な対応が必須！

38. 簡素化希望世帯で未支給となっている

支給可能データに対して、再算定を行う。

当月算定データは、月末処理にて、

「申請」状態となり、簡素化による

支給対象となる。

39. 領収書申請時の領収書不足等により、

一部計算対象外とした支給データに対して、

全てのレセプトを計算対象にして、

再計算処理を実施する。

※この工程がないと、今後簡素化希望されても

　支給対象とならないため。

23. 支給決定月最終営業日に、

支給決定月 国保総合にて支給最終決定処理を実施する。

最終営業日 ※本処理を実施すると以降の修正は一切不可

40. 月末処理にて、各種帳票作成処理や

当月算定データのうち簡素化希望分が

「申請」状態に移行される。

なお、「申請年月日」は基本的に

処理日となる「月末最終営業日」か

「月末最終営業日翌日」となる。

※処理時間によって前後する。

※12-1と同じ処理

41. 月末処理にて、「申請年月日」が登録された

簡素化対象のデータは、月初に一括して

支給決定を行う。

※国保連想定運用では、下旬頃の一括処理で

　支給決定するが、久留米市では引抜期間の

　確保や「決定年月日」による簡素化と簡素化外

DX

20.データチェック

国保総合

21.口座読み合わせ

22.データチェック/

修正・引抜処理

国保総合

23.支給最終決定 国保総合

申請書

バインダー

申請書

バインダー

口座リスト

支給決定入力

データ

20-1.不備データ修正

不備有

YES

NO

国保総合

支給決定入力

データ

20-1.不備データ修正

不備有
NO

YES

国保総合

37.データチェック_

簡素化分

支給決定入力

データ

38.過去支給可能分_

再算定_簡素化分

支給決定入力

データ

支給決定前

確認リスト

再算定

必要データ

国保総合

39.計算対象外有デー

タ_再算定

40.月末処理

41.一括支給決定_

簡素化分

国保総合
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　管理を行うため、本運用としている。

42. 前月末に「支給決定」した簡素化分の

受付情報及び支給情報をDXに登録する。

24. 支給決定月翌月初にバインダー先頭に

決裁文書及び付随文書を添付し、決裁を取る。

25. 決裁後、財務会計処理を実施し、

主査確認後、総務へ提出

支給決定翌月

初旬 26. 国保総合より「支払整理簿データ」を

取得し、ツールで統計表用データに加工

した後、統計表（Excel）にペーストし、

統計表を作成する。

27. 国保総合より「決定通知書データ」を

取得し、決定通知書及び決定通知リストを

作成する。

28. 事後処理室（6F）に作成した

決定通知書の折り依頼を行う。

29. 折りが済んだ決定通知書を決定通知リスト

決定通知 と照らし合わせて内容確認及び

発送2日前迄 汚れ等有無確認を行う。

※必要であれば、再印刷実施

30. 振込の4営業日前に決定通知書を発送する。

振込4営業日前 31. 国保総合より振込用FDデータを取得し、

振込用FDを作成、会計室へ提出する。

※振込4営業日前固定

32. 支給決定翌月の第４金曜日に振込を行う。

※振込日は高額担当の裁量で調整して良い。

支給決定翌月

第4金曜日 33. 振込不能が発生した場合、

※原則 会計室より高額担当者へ連絡が来る。

高額担当者は原因が内部事務によるものなのか

被保険者によるものなのかを判定し、

その後の対応を行う。

43. 振込不能となった世帯が、簡素化登録世帯

であった場合、即座に簡素化登録を解除する。

この際、既に当月中に支給決定しようとしている

支給データがあれば必ず取消が必要。

※月末処理までに取り消せない場合、

振込処理終了後 　翌月も振込不能となるので、要注意。

44. 簡素化に同意したが決定入力の際に簡素化フラグを

ONにし損ねたデータが無いか確認する処理。

簡素化に同意しておらず、紙申請であるデータを

DXより抽出する。

45. 上記の工程にて作成されたリストを基に申請書の

確認を行い、対象者が居た際は国保総合システム

へ入力を行い、対象者を高額担当に連絡する。

上記の流れに関係無いもの

スケジュール 被保険者
窓口／

支所・CC

健康保険課

高額担当
受託業者 システム 業務概要

A1 健康推進課より毎月新規に肝炎医療証を

受け取った方のリストを行政便で受け取る。

A2 受け取った肝炎リストを元に

毎月累積している肝炎受給者リストへ

新規交付者の情報入力及び

24.支給決定決裁

申請書

バインダー

27.決定通知書印刷

国保総合

28.決定通知書折り依頼

決定通知書

データ

25.財務会計起票

26.月報作成

国保総合

支払整理簿

データ

決定通知書

決定通知書

29.決定通知書チェック

決定通知書

30.決定通知書発送決定通知書

31.振込FD渡し

国保総合

振込用FD

データ

32.振込

￥ 振込成功

33.振込不能対応

YES

NO

決定通知リスト

決定通知リスト

A1.肝炎リスト

受け取り

肝炎リスト

A2.肝炎受給者リスト入

力

肝炎リスト

簡素化登録世帯

でない

YES

NO

43.簡素化解除

DX

国保総合

42.簡素化分_受

付・支給情報登録 DX

33.振込不能対応

44.簡素化未申請確認

リスト作成

45.簡素化未申請確認

リスト作成
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支給決定月 既存含む交付者の高額療養費支給情報を

中～下旬頃 入力する。

A3 肝炎受給者リストへの反映を検収し、

高額療養費の支給決定分が

問題ないものかを確認する。

【凡例】

システム 処理の流れ

書類・文書 データ処理

処理開始 データ

処理 RPA処理

分岐

肝炎受給者

リスト

A3.肝炎受給者リスト検

収
肝炎リスト

肝炎受給者

リスト
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